
和泉市訓令 

 

都市デザイン部建築・開発指導室 

 

 和泉市宅地開発指導要綱施行基準（昭和５３年１１月１日制定）の一部を次のように改正する。 

 

  令和６年２月２８日 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

１．造成に関する基準 

（１）盛土、切土等の造成工事は、宅地造成及び特定盛土等規制法

の規定によること。 

（２）～（６）略 

３．道路築造基準 

（１）～（１２）略 

（１３）歩道等の切下げ 

 （ａ）車道の巻き込み部における歩道切下げ 

  （イ）、（ロ）略 

１．造成に関する基準 

（１）盛土、切土等の造成工事は、宅地造成等規制法の規定による

こと。 

（２）～（６）略 

３．道路築造基準 

（１）～（１２）略 

（１３）歩道等の切下げ 

 （ａ）車道の巻き込み部における歩道切下げ 

  （イ）、（ロ）略 



新 旧 

  （ハ）車道との段差は５cm以下を標準とする。横断歩道に接続

する歩道の部分については、視覚障がい者及び車いす使用

者等の安全な通行を考慮して、縁端高さ０cmから背面高さ

２cmを標準とするほか、縁石に溝を設けること等で視覚障

がい者が車道等との境界を識別するための措置を講ずるこ

と。構造については、別途市と協議すること。 

  （ニ）略 

 （ｂ）車両乗り入れ部設置に伴う歩道切下げ 

  （イ）略 

  （ロ）歩道切下げ幅は４ｍ以下とし、２箇所以上の切下げを連

続させないことを原則とする。また、歩道への車両侵入が

懸念される箇所については、バリケード等の設置を検討す

ること。 

  （ハ）略 

（１４）～（１８）略 

（１９）街路灯施設 

    略 

  （イ）、（ロ）略 

  （ハ）連続照明の種類は全てＬＥＤとし、その照度は水銀灯２

  （ハ）車道との段差は５cm以下を標準とする。横断歩道に接続

する歩道の部分については、視覚障がい者の安全な通行を

考慮して２cmを標準とする。視覚障がい者及び車いす使用

者等の円滑な通行等に十分配慮すること。 

 

 

  （ニ）略 

 （ｂ）車両乗り入れ部設置に伴う歩道切下げ 

  （イ）略 

  （ロ）歩道切下げ幅は原則４ｍ以下とし、歩道への車両侵入が

懸念される箇所については、バリケード等の設置を検討す

ること。 

 

  （ハ）略 

（１４）～（１８）略 

（１９）街路灯施設 

    略 

  （イ）、（ロ）略 

  （ハ）連続照明は、水平面の平均照度を５ルックス以上とする。



新 旧 

５０ワット相当以上とする。 

 

 

 

 

（２０）～（２２）略 

６．公園・緑地及び緑化等に関する基準 

（１）～（６）略 

緑被基準 

１．緑被面積算定時の注意点 

（１）原則として、緑化空地の確保は地上部にて行うこととす

る。ただし、特別の理由により地上部での確保が困難な場

合については、協議の上、屋上部・壁面部への緑化をもって

代えることができるものとする。 

（２）緑被面積の算定については、高木、中木、低木及び芝その

他の地被類の緑被面積の合計とする。 

（３）必要緑被面積の１／２以上は樹木とする。 

（４）算出した高木、中木、低木及び芝その他の地被類の緑被

面積の内、重なっている部分の緑被面積については、重複

連続照明の種類は全てＬＥＤとし、その照度は有効幅員６

ｍ未満においては水銀灯１００ワット相当以上、有効幅員

６ｍ以上１２ｍ未満については水銀灯２００ワット相当以

上、有効幅員１２ｍ以上については水銀灯３００ワット相

当以上とする。 

（２０）～（２２）略 

６．公園・緑地及び緑化等に関する基準 

（１）～（６）略 

緑被基準 
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して計上することができないものとする。ただし、高木及

び中木を低木と組み合わせて植栽する場合は、次項に定め

る算定方法において、高木及び中木を低木として扱い、計

上することができる。 

（５）緑被面積において、プランター等移動可能な構造物によ

るものは含まないものとする。 

（６）複数の植栽基盤がある場合は、植栽基盤毎に緑被面積を

算出する。 

２．地上部における樹木植栽による緑被面積（以下この項にお

いて「樹木による緑被面積」という。）は、次のとおりとする。 

（１）中高木植栽の場合、下記の表を参照のこと。 

略 

     略 

   ＊既存樹を算入する場合は、枝張りの水平投影面積を緑被面

積とし、上表の緑被面積と比較し、大きい方を採用できる

ものとする。 

   ＊樹冠が植栽基盤外に及ぶ場合でも、植栽基盤外の樹冠の水

平投影面積を樹木による緑被面積に算入することができ

る。ただし、水平投影面積を敷地面積内で計画すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地上部における樹木植栽による緑被面積（以下この項にお

いて「緑被面積」という。）は、次のとおりとする。 

（１）中高木植栽の場合、下記の表を参照のこと。 

略 

     略 

   ＊既存樹移植の場合は、既存樹の枝張り(平均値)の投影面積

から緑被面積を算出したものと比較し、大きい方を採用で

きるものとする。 

   ＊樹冠が植栽基盤外に及ぶ場合でも、植栽基盤外の樹冠の水

平投影面積を緑被面積に算入することができる。ただし、

水平投影面積を敷地面積内で計画すること。 



新 旧 

（２）低木（樹高１．０ｍ未満の樹木をいう。以下同じ。）を植

栽する場合は、当該植栽面積を樹木による緑被面積とみな

し、１㎡当たり４本以上を計画し、適切に配置すること。 

（３）生け垣の樹木による緑被面積は、水平投影面積とする。 

 

 

３．地上部における芝その他の地被類の植栽による緑被面積（以

下この項において「芝等による緑被面積」という。）は、次の

とおりとする。 

（１）芝等による緑被面積は、当該植栽面積とする。 

 

 

  （２）駐車場用緑化ブロックによる駐車場所への植栽に限り、

保護材の面積も含めた水平投影面積を芝等による緑被面積

とすることができる。ただし、保護材の面積の占める割合

が緑化する面積の２／３を超える場合や、その他の適切な

駐車場緑化でないと認められる場合は、実緑化面積とする。 

 

 

（２）低木（樹高１．０ｍ未満の樹木をいう。以下同じ。）を植

栽する場合は、当該植栽面積を緑被面積とみなし、１㎡当

たり４本以上を計画し、適切に配置すること。 

（３）生け垣の緑被面積は、水平投影面積とする。 

（４）緑被面積において、プランター等移動可能な構造物によ

るものは含まないものとする。 

２．地上部における芝その他の地被類の植栽による緑被面積は、

次のとおりとする。 

 

（１）芝その他の地被類の植栽による緑被面積は、当該植栽面

積とする。ただし、プランター等移動可能な構造物による

ものは含まないものとする。 

  （２）駐車場用緑化ブロックの緑被面積は、保護材の面積も含

めた水平投影面積とする。ただし、保護材の面積の占める

割合が緑化する面積の２／３を超える場合その他の適切な

駐車場緑化でないと認められる場合は、実緑化面積とする。 

 

３．高木・中木及び低木と地被類の組合せにより植栽されてい

る場合の緑被面積の算出 



新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

４．屋上緑化の緑被面積は、前２項における地上部の緑被面積

の算定方法に準じる。ただし、住戸を有する建築物への植栽

に限る。 

５．壁面緑化の緑被面積は、垂直投影面積とする。ただし、住戸

を有する建築物への植栽に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）高木の緑被面積＋中木の緑被面積＋低木の緑被面積＋地

被類の緑被面積 

ただし、各々の緑被面積の重複部分はダブルカウントを

不可とする。 

（２）必要緑被面積の１／２以上は樹木とする。 

（３）複数の植栽基盤がある場合は、植栽基盤毎に緑被面積を

算出する。 

４．屋上緑化の緑被面積は、地上部の緑被面積の算定方法に準

じる。 

 

５．壁面緑化の緑被面積は、垂直投影面積とする。ただし、プラ

ンター等移動可能な構造物によるものは含まないものとす

る。 

 

 

 

 

 



  



新 旧 

１０．ごみ置場設置基準 

（１）対象とする開発の規模 

（イ）略 

 （ロ）上記以外のごみ置場の設置等については、生活環境担当と別

途協議すること。 

（２）、（３）略 

（４）構造等 

（イ）略 

 （ロ）集合住宅において、ごみ置場に図－１及び図－２以外の施設 

等を設置する場合は、生活環境担当と別途協議すること。 

（ハ）～（ト）略 

（５）、（６）略 

（７）入居にかかる連絡事項 

   開発地の入居開始については、２週間前までに、下記のごみ収 

集業者及び生活環境担当へ連絡すること。 

略 

   略 

１０．ごみ置場設置基準 

（１）対象とする開発の規模 

（イ）略 

（ロ）上記以外のごみ置場の設置等については、生活環境課と別途

協議すること。 

（２）、（３）略 

（４）構造等 

（イ）略 

 （ロ）集合住宅において、ごみ置場に図－１及び図－２以外の施設 

等を設置する場合は、生活環境課と別途協議すること。 

（ハ）～（ト）略 

（５）、（６）略 

（７）入居にかかる連絡事項 

   開発地の入居開始については、２週間前までに、下記のごみ収 

集業者及び生活環境課へ連絡すること。 

略 

   略  

附 則 

 この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 



和泉市訓令 

 

都市デザイン部建築・開発指導室 

 

 和泉市宅地開発指導要綱申請要領（昭和５３年１１月１日制定）の一部を次のように改正する。 

 

  令和６年２月２８日 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 
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新 旧 
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附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


